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○身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程高速鉄道施行細則 

平成20年９月12日 

高速鉄道部長決定 

改正 令和２年10月１日 

令和３年９月１日 

（趣旨） 

第１条 この細則は，身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和42年12月交規程

第22号。以下「規程」という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（再発行等の取扱い） 

第２条 神戸市交通局IC証票乗車券取扱規程（平成18年９月交規程第３号。以下「IC乗車

券規程」という。）第22条及び神戸市交通局IC証票乗車券取扱規程高速鉄道取扱細則（平

成18年９月参事（運輸・サービス担当）決定。）第22条の規定にかかわらず，本市高速

鉄道の駅では福祉乗車証，福祉乗車証〈介護付乗車証〉及び介護者用通行証（以下「福祉

乗車証等」という。）並びに敬老優待乗車証の即時再製を行わないものとする。 

２ 磁気券で交付される小児福祉乗車証，小児福祉乗車証〈介護付乗車証〉及び小児介護者

用通行証（以下「小児福祉乗車証等」という。）の再発行等の取扱いは，別に定めるとこ

ろによるものとする。 

（使用制限又は停止の場合の料金の取扱い） 

第３条 福祉乗車証等又は敬老優待乗車証が発行者により使用制限又は停止を行われてい

ることが係員処理端末により確認できた場合は，普通料金を収受する。 

（払戻しの特例） 

第４条 福祉乗車証等の発行者から神戸市福祉乗車証払戻通知書（様式第３号）又は敬老優

待乗車証の発行者から神戸市敬老優待乗車証払戻通知書（様式第４号）（以下「払戻通知

書」という。）の交付を受けた者は，IC乗車券規程第23条の規定にかかわらず，当該乗

車証のSF残額の払戻しを請求することができる。 

２ 払戻通知書を本市高速鉄道の駅に持参した者が前項の規定による払戻しを申し出た場

合は，以下のとおり取扱うものとする。 

(1) 払戻通知書を受理し，SU番号により残高の確認をする。 

(2) 残高が確認できたら，当該額を払戻通知書を持参した者に現金で払戻す。 

(3) 払戻通知書は，駅で預かる。 

（福祉特別乗車票の取扱い） 
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第５条 盗難，不良，破損等の事由により発行者に福祉乗車証等の再交付を申請し，神戸市

福祉乗車証特別証（様式第５号）の交付を受けた者は，当該特別証の有効期間内に限り，

当該特別証を駅窓口で提示し，福祉特別乗車票を発行されることにより，無料の取扱いを

受けることができる。 

（敬老優待乗車券） 

第６条 盗難，不良，破損等の事由により発行者に敬老優待乗車証の再交付を申請し，神戸

市敬老優待乗車証制度特別証（様式第６号）の交付を受けた者は，当該特別証の有効期間

内に限り，当該特別証を駅窓口で提示し，優待料金で敬老優待乗車券を購入することがで

きる。 

２ 敬老優待乗車券については，神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程（昭和52年３月交規

程第51号。以下「高速鉄道乗車料規程」という。）第８条，第12条，第13条，第13条の

２，第16条，第18条，第20条，第24条，及び第26条の規定中「普通券」とあるのを「敬

老優待乗車券」と，「普通料金」とあるのを「優待料金」と読み替えて適用する。 

（定期券自動発売機） 

第７条 規程第７条で定める定期券は，高速鉄道乗車料規程第12条の２で規定する定期券

自動発売機では発売しないものとする。 

附 則 

この細則は，平成20年９月16日から施行する。 

附 則 

この細則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年10月１日） 

この細則は，令和２年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月１日） 

この細則は，令和３年９月１日から施行する。 
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